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会長からの諮問事項 

 

 

１ 本会の将来像に関すること 

（１）組織構成(本部・支部・部会・委員会、役員、事務局等)と運営等のあり方 

（２）会員構成(正・準・賛助会員等)と会員増強等のあり方 

（３）事業計画(会員向け、非会員建築士等向け、一般社会向け等)と実施のあり方 

（４）その他(本部・支部事務所の設置、(仮称)「おかやま建民力」情報センターの設置等) 

 

 

２ 新公益法人制度に係る新法人への移行に関すること 

（１）適正な法人形態(メリット・デメリット、収支シミュレーション、定款改正案等策定

等)の検討 

（２）移行体制(最適移行スケジュール、事業・財務関係吟味等)の構築 

（３）移行申請手続き(書類作成、申請手続き等)の準備 

（４）その他(会計処理システムの変更、新たな課税の発生等) 

 

 

３ 新法人への移行後の本会運営の基本方針に関すること 

（１）組織・事業(事業計画策定、ガバナンス体制、内部監査体制等)の運営 

（２）人事・会計・労務管理 

（３）その他(税務対応、許認可・監督対応、諸規定整備等) 

 

 

４ その他関連事項 
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第２回　岡山士会のあり方等検討特別委員会 平成22年８月５日(木)

A
チ
ー
ム
＋
B
チ
ー
ム

①　組織構成(本部・支部・部会・委員会，役員，事務局等)と運営等のあり方
本部の支部化 支部のあり方 役員数 その他

本部・支部 役員　岡山地区も支部にす
る。

　岡山地区は，ブロッ
クに分けた方がよい。

　現在の支部をそのま
まにして，支部を部会
化する。(支部活動に
賛同するものの入会)

　本部・支部
・地域別での支部組織は必要と
考える。
・しかし，地域によって会員数
の減により組織の維持が困難な
支部もある為，合体させて運営
する方式は。

　支部の部会化。(希望する者
が支部に入る。)　＝　岡山地
区を支部化して機能するか疑
問！

　ある程度の活動を維持するた
めに，まとまった人数が必要。

　理事は，各支部，本部ともに
１名としてはどうか。

　「役員」＝本部役員
　専任とする。

入会 人

　建築士会入会＝支部
か本部でなくて，とに
かく入会ということに
して，入会促進した
い。後から，本部，支
部に入る。

　支部＝地域活動
　本部会を分割し，支
部をつくり，あくまで
も地域活動から士会を
つくるのなら，支部大
切。

　岡山市の中を数支部
に分けた方が良いと思
う。
　また，この機会に各
地域支部エリアの見直
しを行う。

　責任のある立場には，公の仕
事についている人がなるべきで
は？

　支部理事は，備前・備中・美
作くらいで良いのではないか。

　意外と役員数は少ないと感じ
る。

　200名程度の単位が理想的。
活動のしやすさ。

　どんどん未経験の人にお願い
したい。

　本部の役員数と支部役員，バ
ランスが取れていないので，役
員支部総会で役員を減らす。

　理事数は，全体をどういう体
制にするか決めてから考える。

　県下の本部・支部を「県民
局」毎の３ブロックに再編(地
元個性を減退させないよう
に。)

　建築士会に入会＝本
部，支部に属すること
になるということは，
入会条件として説明し
ずらい。

　支部ありきの活動
に。
　岡山支部を作る。
　新法人化後も，支部
活動ができるような組
織に。

　本部会員が存在する
ことは前からおかしい
と思っていた。本部を
解体して支部にしてく
ださい。

女性
　定年制を考える。

選出
その他

　女性委員を士会役員に登用す
る。(女性部会のフォロー。)

　役員。現状，各支部より理事
１名が出ているのは大変良い。
　役員数？　岡山支部の新設をす

るとともに，現在，本
部所属の会員を本来の
所属(地域)支部へ配属
する。

　役員数は現状くらいで，支部
の変更等で，選出は全会員で選
ぶ。　活発に活動している支部とそ

うでない支部の差は何なのか？
　地域内の企業の弱体化(職員
の削減，高齢化，若い人が入ら
ない。)。
　活性化するアイデアを。

　本部は役員のみと
し，すべて支部に分割
する。人員は，100人
程度の支部とする。

　女性の理事を多くしてくださ
い。

　動いてくれる役員さんを希望
します。(スライドでなく
て・・)
　選び方？

　本部の活動と支部の活動っ
て，何が違うのだろうか。

部会 事務局
現部会のあり方 新部会の創設 強化 その他

　青年部会，女性部会は，今の
まま残した方が良い。それぞれ
の活動があるので。

　それぞれの部会は，単独で活
動するのではなく，会員が誰で
も参加できる様にすべきでは。

　女性の特性，男性(青年)の特
性は，あるのではないか？

本来の目的を見直して活動。 　部会を年齢や性別だけではな
く，『やりたいこと』をやるた
めの部会を構成する。

　行政会，住宅メーカー会，施
工会，設計会，教育会。業種別
の会をとりあえずつくる。入会
してもらうため，強制力出す。

　事務局の強化。(現
状，仕事が多い。雑
多。)(事務局長補佐，
担当者増。)(財政的な
ことはわからない
が。)

事務局
　方針が決まってから
考えたら良い。

その他　青年部会・女性部会は，現状
のまま。

青年部会→35歳から40歳にした
方が良い。
建築士のスタート時の学習に必
要なのでは。

　分野として，若年を入会させ
やすいと考える『住宅部会』の
設立を。入りやすい部会。・部長，青年部　　・各地域別

(各支部)から１～２名の参加を
依頼して進める。

　現在の組織図を作成する
(全体的に)。

　支部も含めた活動内容で部会
化を図るべきと思います。

　新法人移行時に，経
理担当者を一本化すべ
き。

　部会(青年部，女性，CF21)の
あり方を新しくしたらいかがか
しら。

　地域づくりフォーラム21部会
は解散して，特定のテーマ
(住・地域貢献・木造・環境)
等，研究等の活動の部会とす
る。

　仕事量によって人員
配置を行っていく。現
状では，人員不足で
は？
　委員会は，委員で完
結できるようにする。

　部会の活動テーマについて，
マンネリ化は避けたい。

　女性部会を続けるなら，希望
表にする。

女性部会→現在，男女を分ける
のはどうか？

　部会にしろ，委員会にしろ，
支部にしろ，『我が事』として
とらえられるような構成。
→所属(参加)したくなるような
(内容)。

　女性部会は参加加入特性利点
がある。
　青年部とも。

　青年部会，女性部会は，名称
を残した上で，活動をやってい
く。

　『環境』に関する部会をつく
る。

　一般の人の興味を引きつける
活動内容の部会を作り，情報発
信に努める。「住宅」「まちづ
くり」？？？
→「建築士会」の広報

　青年部年齢のくり上げ。40歳
とか。

　青年部会，女性部会は，支部
で規程を作らず，全体としての
部会とする。

　新たな事業・活動内容で選択
できる部会を新たにつくってい
く。

　年齢，性別で区分するのでな
く，作業部会的に再編する。委
員会との関連付け。

委員会 その他
委員会の見直し 委員の見直し その他 その他

　事務処理，講習会，広報等の
実務・事務対応の業務を新しく
委員会を作る(区分けする)。

　部会と委員会を再考して，方
向性，内容で再編する。

　部会を委員会に改組。
　逆に

　委員会の数と人数の見直し。
　活動内容の多い委員会は，人
数を増やして，各委員会の負担
軽減するべき！

　本人の専門的な分野への委員
会へ配置する。
　希望も考慮した方が良い。
　適材適所。

　委員会の活動が一般
会員には見えにくい！

　知らない人が多い。 　入会しやすい事柄。
(講習だけでなく。)

　総務・企画委員会と法制委員
会は統合する。他の委員会も整
理統合できないか検証してみる
必要がある。

　景観委の活動を「部会的」能
動的な活動に。
　各委員会の機能を再点検。　委員会の大きな見直し。 　委員会のかけもちはしない！ 　名前だけの委員を選ばない。

(活動できないなら断る。)

社団法人　岡山県建築士会

　一級・二級建築士試験事務に
ついて，現在の教育・事業委員
会から独立させて，試験委員会
をつくる。

　集約できる性質なものは集約
する。委員会の中では部会的要
素が濃いものは部会へ移行。

　ほとんどの一般会員
は委員会について知ら
ない。

　委員会，部会とも整理，統合
して，委員会の役割と部会の役
割を明確にする。

　適材適所の選出をする。

　部会との(二重構造)点検。統
合を進める。
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第２回　岡山士会のあり方等検討特別委員会 平成22年８月５日(木)

A
チ
ー
ム
＋
B
チ
ー
ム

②　会員構成(正・準・賛助会員等)と会員増強等のあり方

正会員 準会員 賛助会員
職種 年齢 オープン 限定 その他 増強方法

　会員構成ってどう
なっているのだろう
か。(設計，施工，行
政，人数…etc.)

　20代，30代が入れ
る。
　二級建築士が入れ
る。
　士会は何か考えて！
　一級になれないと入
れないか。

　建築に関わる職人さ
んたちも準会員に！
　ＰＲ。
(建築士を目指してな
くてもＯＫ！)

　誰でも準会員に入会
するのは，疑問です。
　建築士会は，建築の
プロ集団。

「居住地」規定の緩和
県外在住の
出身者
Ｕターン時のつながり

　賛助会員増の為に，
メリット等明記して配
布する。

　賛助会員の会費を
もっと安く。(質より
量を目指す。)

　教師会員を増やす。
義務ではないか。

　一般社会人の処遇。

　準。
　20代が入れる士会。
　『20の会』しかない
のか。
　年齢だけ。20代がい
ないと士会の未来な
い。

　賛助会員は，業種に
こだわらず，広範囲に
入会。

　建築士会自体の活動
に賛同してもらうため
のＰＲを考える。

　～建築外企業を～

会費 メリット
その他 その他

　会費\12,000-。
　高いのでは？

　準会員であるメリッ
ト。(準会員であり続
けても。)

　ＣＰＤ制度を中心に
企業内建築士の増強。

　・・会社の補助　他

　士会の魅力を高め
る。メリットを作れ
ば，入会者は増える。

　学会，士会，家協
会，事務所協会・・・
情報はどこからでも手
に入る。

　賛助会に資金的に頼
りすぎ。

　会費を12,000円→
10,000円とする。→財
政再建。ムダを削減。
(入りやすくする。)
　2,000円分は，士会
補助金。

　建築士を弁護士のよ
うに全員入るようにす
る。

　住宅メーカーさんの
会員増強には，社長ク
ラス，部長クラスへの
説得，納得が必要。
　～特に営業系が多い
から～ その他

適正規模
　1,583名÷200名
　＝８支部(ブロック)

　建築士会のメリット
とは何か？

　会員以外の建築士の
情報は？(せめて，事
務局まででも)

　親子，兄弟，夫婦割
引。

　会誌は１冊でいいと
か・・・。

その他
会員増強 学生 会社・行政 メリット 疑問

　「行政連絡会議」に
すれば，行政の人，入
りやすいのでは。
　市町に属する方への
勧誘
　役所の体制

・会員増の目的
　減員すると士会全体
の運営にも影響する。

　会員増強委員会(特
別委員会)。
　全県的に配置する
(他の委員会とは別
に)。

　会員全員が参加活動
できる場・創出。

　学生会員(大学，専
門，高校)というのも
ありでは。
　会費はどうする？

・建築系大学の学生
・建築士の勉強をして
いる人
　を準会員として迎え
る。

　学生会員を(高校，
専門，大学・・・)キ
ホン無料で，又は，会
誌代のみで。

正・準会員
1)会社として個人会費
の負担を行えば増員可
能
2)民間と行政が同一団
体で所属することへの
罪悪感あり

　正会員，準会員，賛
助会員。何が違うの？
　誰がどの会員かわか
らない。
　→必要があるのか？

社団法人　岡山県建築士会

　会員と非会員とのメ
リット(講習会費用等)
の差を大きくする。

　講習会等の参加費の
割引を大きくする。

　会員を増強させる目
的は？
　会員を増やさなくて
はいけない意味。
　(会員が)少なくても
「強」ではダメか？
　経営上？

　会員増強って，どこ
が担当しているのだろ
うか。

　学生会員というもの
をつくる。

・会費は学生は割引く
・建築系大学　先生に
PR

・会員増強の委員会

　学生会員をつくる。
　会費を安くする。
　例　3,000円～6,000
円／年

　劇的なメリットを打
ち出す。



事業全体 考え方 職種
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　これからの建築士は
どの分野の人たちがな
るのか。→建築士法の
改正→受験資格→長く
見れば，これもいたし
かたない。

　施工会社の建築士会
員向けの情報提供等。

　建築士より施工管理
士が重視されている。

　会社あてに入会のＰ
Ｒ。
　パンフレット等配
布。

第２回　岡山士会のあり方等検討特別委員会 平成22年８月５日(木)

その他

A
チ
ー
ム
＋
B
チ
ー
ム

③　事業計画(会員向け，非会員建築士等向け，一般社会向け等)と実施のあり方

会員向け 非会員建築士等向け
講習会

　事業計画アイデアコ
ンテスト実施。

　ギュッと内に密度　　　広く外に 建築施工
　→広い意味の専門性
住宅メーカー
　→在来・ハウスメー
カー
　→見学会
　→専門性のあるもの
　→CASBEE(住)

事業

　講習会の場所を，支
部会員も参加しやす
く。

　『木造塾』
　木造住宅の専門家に
よるセミナー。

事業計画，戦略
＝会員増強に主目的を
しぼる。

　事業計画を立てる
(時間・時期)。
　工夫する。

　１人(個人)ではでき
ない事業が「できる」
という意義が要。
※　気軽に相談できる
部署があればいいので
は。

　「施工セミナー」を
是非実施を。

　大手(地方も)ゼネコ
ンは逃げる！！

　実務的な講習会を増
やす。

　企業の(一般の人達
へ)ＰＲできる場所を
設ける。Ex.太陽光発
電，エコキュート
　賛助会員の参加がで
きやすくなる。

　特殊な技術(省エ
ネ，耐震)等，講習会
をテーマとして企画す
る。

　５団体の連携をとっ
て。
　スケジュールなど。

　全会員(非，般とも)
対象の学校をする。生
涯学習，カリキュラム
ゲット系
～公民館とか～(放送
大学みたいな)

会員向け
金融，税金等の講習
～フィナンシャル～
＜融資に詳しくなる＞

　各部会が行っている
見学会，講習会をオー
プンなものにする。

　施工会社に対して，
建築士のメリット，出
せるように。

　事業計画の内容が，
建築を行う者の独りよ
がりになっていない
か，検討する。

　事業の評価のシステ
ムを作る。
　　　　↓
　次の事業につなが
る。

　岡山士会県民住宅救
援会。救急隊。相談に
のり，動き，助けに行
く。　新聞，テレビ等に取

り上げられる建築士さ
んに「○○建築士会
員」と取り上げてもら
えないか。

　看板を出して，活動
ＰＲできるような場を
つくる。

一般社会向け その他
メディア 事業 その他 講習会

　岡山士会救急隊。
　“助けを求めてきた
県民を救う士会”。
　救援事業。

　建築士会のＨＰを
もっと活用する。

　一般消費者と直接つ
ながった事業の実施
　　　　↓
・会員のメリットにつ
ながる。
・お客さんを見つけ
る。
・仕事が増える。

社団法人　岡山県建築士会

その他

　一般社会向けのＰＲ
誌を季刊のような形態
で発行してはどうか。
(活動報告，講座等)

　地域貢献活動につい
て一般社会に紹介。マ
スコミ等利用。士会の
活動を一般に理解して
もらう。

　住宅部会で市民への
住宅勉強会。

　案外，建築士をみん
な知っている。最近Ｔ
Ｖでも紹介されてい
る。→違った切り口で
取り組みが必要。

　他の団体と連携し，
集客できる講習の開催
をする。

バランス



参考資料２－４

第２回　岡山士会のあり方等検討特別委員会 平成22年８月５日(木)

A
チ
ー
ム
＋
B
チ
ー
ム

④　その他(本部・支部事務所の設置，(仮称)「おかやま建民力」情報センターの設置等)

本部・支部事務所の設置 その他
支部の必要性 事務所 本部の支部化 あり方 交流 その他

　支部は，地域活動を
考える時に必要と思
う。ただし，集約は要
検討。

　事務所の設置

1)人件費の確保が出来
れば取組安い。

　内輪だけの活動はダ
メ。

　交流(他団体)を行
う。

　支部間をまとめる。
(人数配分)

　人口減少期における
士会のあり方を考え
る。

　支部の存続は，活動
が活発か否かで決まる
のでは？

　本部，支部のあり方
を協議の上で，事務所
のあり方を決定すべ
き。

　活発な活動，ＰＲを
していく。

　内部での交流を行
う。

　人口減少，建築の仕
事量の減少の中で，士
会のあり様をよく検討
した方が良い。
　会員を少なく，特化
してもよいか。

　「あり方検討委員
会」を継続する。

　会計処理が「公益」
「一般」とも一本化と
なるのであれば，なお
さら，支部組織が必
要。また，運営のため
の予算も必要。

　支部の事務所は，本
部会計にしておけば現
状のままで可。

　支部が本会を盛り立
てるような活動をみん
なで頑張る。

異業種交流の拡大化
・ロータリーＣＬ
・ライオンズＣＬ

　地方では，設計事務
所が少ない(全然ない
ところもある)ことか
ら建設業が主体で年齢
層が高い。
　リーダーは，市役
所，設計事務所が良い
ので，士会として全面
的に協力する。

　移動理事会開催。
　各支部にて持ち回
り。
　各支部を知る。(交
流)

　新しい魅力を見出し
ていく。

(仮称)「おかやま建民力」情報センターの設置 　会員の「きずな」が
深まる士会となれば良
い。センターのあり方 その他

　地域貢献活動を含め
た「おかやま建民力」
センターを設置する。

社団法人　岡山県建築士会

　“建築のまち医者”

　交番

　現実的な空間もあれ
ばいいが，まずはＨＰ
整備(web)←外部への
広報

　一般の人が利用しや
すい。
　　　　↓
　わかりやすい事業内
容(建築に関すること
なんでもＯＫ)

　県民のための士会

　　　　　活動こそ大切
　　　　　救援隊
　　　　　地域のための士会

連合会の改編に準拠・
選択
○or×―？
「岡山らしさ」を残す
グローバル＋ローカル
＝グローカルに

　「情報」センター
・会員向けの専門的な
情報
・一般向けの必要とさ
れる情報＝社会とのつ
ながり処

　関係団体のネット
ワークを作り，各団体
の情報がまとまってい
る所は必要。

本部

岡山支部

支
部

支
部

支
部

支
部

支
部

本 会

岡
山
支
部

北 岡
山
支
部

南

岡 山

東 西 南 北

浪
人

無
所
属

「
建
民
力
」



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

参考資料３－１

計

　全体として

公益社団法人 4
一般社団法人 13
どちらでも良い 1

Ｑ１０

　民間団体及び企業との差別化について

公益社団法人 8
一般社団法人 4
どちらでも良い 5

Ｑ９

　主務官庁の監督について

公益社団法人 7
一般社団法人 11
どちらでも良い 0

Ｑ８

　支部について

公益社団法人 7
一般社団法人 10
どちらでも良い 1

Ｑ７

　事務，経理(事務処理体制の整備)について

公益社団法人 4
一般社団法人 7
どちらでも良い 7

Ｑ６

　会費について

公益社団法人 3
一般社団法人 8
どちらでも良い 7

Ｑ５

　ガバナンスについて

公益社団法人 6
一般社団法人 6
どちらでも良い 6

Ｑ４

　本会の事業について

公益社団法人 6
一般社団法人 12
どちらでも良い 0

8

Ｑ３

　本会の将来像に関連して

公益社団法人 11
一般社団法人 6
どちらでも良い 1

3
どちらでも良い 5

Ｑ２

　社団法人日本建築士会連合会との関係について

公益社団法人 9
一般社団法人 1
どちらでも良い

第３回　岡山士会のあり方等検討特別委員会

【新法人への移行に関すること】
ワークシートまとめ

Ａチーム＋Ｂチーム
計

Ｑ１

　現在の定款に定める本会の目的について

公益社団法人 9
一般社団法人



Ｑ１
○　

○　

○　

○　

○　

○　
○　

○　
○　
○　

Ｑ２
○

○
○
○　
○　
○　

Ｑ３
○　
○　
○　
○　
○　
○　
○　
○　
○　
○　

Ｑ４
○
○

○

○　
○　
○　
○　

○　

○　
○　

Ｑ５
○　
○
○　
○
○　

参考資料３－２
第３回　岡山士会のあり方等検討特別委員会検討特別委員会

【新法人への移行に関すること】
意見まとめ

Ａチーム＋Ｂチーム（１/２）
　現在の定款に定める本会の目的について

　建築士資格を有し，業務を公平・公正な立場で行い，その個人を会員として有し，組織
運営を行うならば公益となる。
　公益＝社会貢献ならば，士会の目的が公益＝社会貢献なのだから，公益法人を目指す。

　公。時代は大きく変わっているのでしょうか。本会の目的も明確にしても良いのではな
いか。
　第一に会員のための事業。その結果として，社会貢献であるべき。第一が社会貢献は，
疑問。
　会員のみなさんが全て公益目的の活動をするのは無理。（個人の団体だから。）→　公
益法人になったら会員が減るのでは？
　大多数の会員は，建築に関する情報提供等会員サービスを望んでいると思われる。
　『一般』の会員サービスに徹しなくてもいいし，『公益』の公益を目的とする団体にな
らなくてもいい。　※どちらでも良い。
　一般でも公益事業は行えるので，どちらでも良い。
　公益社団法人になると，会員サービスは本当に受けられないのか！
　定款の目的が解らない。

　社団法人日本建築士会連合会との関係について
　連合会は，公益法人へ向けて進んでいる。ほぼ問題点はクリアしていると書かれてい
た。単位士会も同調が必要と考える。数は力なりの法則を最大限に活かすためにもと考え
る。
　連合会が公益ならば，当然士会も公益。同じような事業なので。
　各地方士会の実情に即していくべきではないか。一般。
　連合会と同一が原則だが，現状ではやむを得ない。（どちらでも）
　独自でよい。
　(社)岡山県建築士会の今後の方向性の方が重要であり，連合会との方向が違うことも有
り得ると思います。

　本会の将来像に関連して
　「社会貢献」とは，確認必要であるが，社会貢献すること必要。
　公。ここで将来ビジョンを見直すことも大切と考える。
　公益。Ｑ１の目的からして，将来的には公益が望ましい。
　目的どおり広く社会に貢献することが重要と思います。会員の再認識も必要と思える。
　意識改革は必要であるが，あまり急ぎすぎるのはいかがか？一般。
　会員のための会であることを明確にする。
　・・・・・は，浸透していない。一般でも公益事業はできる。一般で十分である。
　とりあえず，現状でいいのでは？
　全員のアンケートがほしい。
　目標は，高く持つ。

　本会の事業について
　公益目的事業＝社会貢献。士会の事業５０％以上公益。
　公益事業を増やす事は良い事。自由にできるのが良い。社会に認めてもらうという姿勢
も必要だ。
　公。今の事業での問題点は，会報誌を組み入れられることのみでしょうか。組み入れら
れるのであれば，事業全体として成立する。　→　今の活動でも良いということか。事前
に相談はできないのだろうか。
　本当に公益目的事業を５０％以上選定できるの？　一般。
　会の活動の内容が重くなり，全員参加とはなりにくい。自由度を確保しておくべき。
　事業実施に向けて，会員の協力がなかなか得られないのでは？
　一般。公益が望ましいが，この事にこだわりすぎると，全体運営に支障をきたす事にな
らないか。
　事業内容の見直しが急務と思います。今後の活動はやはり公益性のあるものの割合を増
やす必要がありますが，現状では不十分です。したがって，一般社団法人。
　公益になると(50％)，思い切ったことができない。
　公益社団法人に移行するためのハードルが高すぎる！！

　ガバナンスについて
　公。当然，枠組みがあっても良いと考える。名前だけの理事からの脱却も必要かも。
　ガバナンスは重要です。公益社団法人同等の選択を必要と思います。
　一般。代理及び委任状不可ならば，実現はむずかしい。
　理事になる人が限られてくるのではないか。(公益の場合)
　理事，総会員の出席が規約どおりに期待できるのか？現在はそうなっていないのでは。
一般。
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第３回　岡山士会のあり方等検討特別委員会検討特別委員会

【新法人への移行に関すること】
意見まとめ

Ａチーム＋Ｂチーム（２/２）
　会費について

　公。一般会員の会費の考え方はどうなるんでしょうか。ここで明確に会費の使われ方を
公開できれば良いのでは。
　一般会員の理解が得られるのか？多種多様な立場の人がいる。一般。
　(どちらでも)会費の使途等会員への理解を求める作業は困難と思われる。会員減の要因
になるのでは。
　会員サービスとは，個人の実利か。会員サービス＝社会貢献に結びつくこと。
　会費の値上げは，会員減につながる。
　公益では会費を下げる。一般では会費を上げる。

　事務，経理(事務処理体制の整備)について
　公。会計処理は会計士なりにお任せし，坦坦と処理していけば良いのでは。それにして
も，蓄えが相当あるとは思ってもみなかった。数年前のあの出来事は何だったのか。色々
と切り詰めたのだが。
　事務(経理)に関しては，立入検査を想定すべきではないかと思います。
　現事務局体制で可能？一般。
　「公益」のために事務経費が大きくなるのは反対。「建築士」のための会が原点。
　経費が少ない一般が良い。
　外部コンサルは高いので，一般である。
　(どちらでも)どちらにしても事務的に難しくなる。必要経費も増加する為，会計的に厳
しくなる。

　外部コンサルを入れてきちんとする。願っている。
　支部について

　公。公益性の高い活動にしていけば良い方向へいくのではないのかな。
　公益にした場合，支部は必要ないのでは？
　本部・支部の関係は，全体協力・共有が原則。

　(一般)運営が一本化されても，地域性，独自性が確保できるか不明。(自由度の確保。)

　支部活動(部会活動)に制限発生。一般。
　現在の支部活動の自由性は重要と思います。
　支部活動がしやすい。

　主務官庁の監督について
　公。最終的な判断をするのは県ですね。どうなんでしょうか。
　厳しい監督，チェックで守られている。
　移行できる段階になってから，公益法人に移行しては。一般。
　(一般)変更がきかない。

　(どちらでも)特に差別は難しいのか。

　自由度があるので，一般。
　民間団体及び企業との差別化について

　中立＝公益なので，士会＝公益。
　公。差別化も大切。協調性も大切。何でもバランスが必要なのでは。ところで，会員
サービスって何なんでしょうか。
　県からの受託事業を受けるのであれば，公益でないといけないのでは。
　一般。後ろ向きにはなりたくないが，会員向けサービスを基本にできる範囲で公益サー
ビスをすればよいのでは。



●伝統の継承(古き良きもの) ●建築士としての責務とは何なのか　→　建築士会　←→　建築士の集合体
　　→　国家を形作る責務　→　建築士としての役割　→　建築士　→　向上が必要

●広く社会への啓発活動 ●建築士としての能力向上(会員)　　　　　社会信頼 ●各地域の住宅相談員登録制にする
●建築士の社会的信頼向上 ●個人(建築士の資質の向上)原則
●建築士の社会的地位向上 ●専門能力の向上 ●地域活動が命　　小グループ分け必要
●社会的地位向上 ●専門的な技術の　　新たな修得　　向上
●社会的信頼向上 ●建築士個人の資質向上

●根本：地域貢献(法律の専門家として) ●建築士同士のネットワークの形成
●建築士としての職能を活かした活動の場 ●建築士としての連帯感(つながり) ●会員は建築士のみ　　準会員は建築士を志す人
●社会貢献 ●建築士個人では不可能な活動 　　『特化した会』であると考える
●個人として、団体として、人のため、社会のために
　　なること ●法規、行政への働きかけ、影響力

【建築士の資質向上】 【次世代の育成】 【建築士の立場維持】 ●事業は小さなものでも多種多様な
●知識を得ること ●入会のうながし→青年部会で活動 ●マスコミ等利用しての啓発 　　専門性のあるものも良いし
●多分野で広く得ること 　(建築士、士会の活動) 　　ファジーなものでも良いし　　　いろいろ
●講演会、見学会、研修、コンペ、 【建築士会員同士のつながり】 ●技術の伝承、伝達
　　いろいろなことで知識を得る ●顔を知らない会員を認知する ●地域貢献活動・支部活動を
●参加しやすい企画、行事で入会を促進 ●老若男女の交流 　　通して「建築士会」「建築士」の
●個人の資質向上のため、セミナー研修会を開催 ●身近な組織(存在) 　　広報をする
●技術的・専門的で有益な講習・セミナー(高くない費用で) ●建築士のつながり・連帯感　→　親睦会など ●年１回でなく定期的な建築相談 ●事務局　→　体制強化
●参加料金の高くない講習会(出席しやすい) ●行政、設計、施工 　　会員をバックアップしていくためには強力な事務局が必要
●参加して、ＣＰＤ 【社会貢献】 　　専門的経験者の活用 ●支部をバックアップ　→　支部に置くにしてもできそうな
●各種講習会・講演会の開催 ●勉強(専門的＋一般)、親睦、地域活動 　　内向きも、外向きも
●会員同士の意見交換や情報交換→スキルアップ ●すべてにわたっての地域活動への参加、実践
●会員同士の交流会 ●建築士同士相互の交流(コミュニケーション)
●他分野の方との交流を持ち、知識の向上を目指す ●地域社会との交流(コミュニケーション) ●公の立場の人(県・市など)も参加しやすい建築士会

●市民の信頼感 ●公の立場の人はもっと ●相談会等は行政で！！　そこで会員に入っている業者を紹介する
●専門知識　　ＣＰＤ／まちづくり活動／建築相談／情報発信 ↓ 　　社会貢献すべき
●一般知識　　一般常識の取得／一般活動による研鑽／町内会活動／ボランティア 地域に密着した貢献活動

　 無料相談会
防災・災害対応

●建築士と建築士、建築士と人がふれあう機会を多く設ける
●他団体との協力(医師会、福祉、商工等)

●地域別に公共の場所で定期的に継続的に建築住宅相談会の実施
●建築相談　　市町村の役場等のスペースを借用して行う

参考資料４－１

Ａチーム 第４回　岡山士会のあり方等検討特別委員会 平成２２年１０月７日(木)

◎　一般社団法人としてチャレンジ
◎　そのために，以下はどうあれば良いか？

◎　Vision（目的は何か？） あり方

組織

会員

◎　Vision達成のための活動 事業

事務局体制

◎　実行責任者・担当者の明確化

社団法人岡山県建築士会

その他

法人

一般社団法人
◎　活動目標(目的達成のため，何とか実現すべきもの)

(できること，強味，得意分野)

◎　行動手法，取組手順



●専門家としての能力向上(結果として社会のためになる) ●建築士の能力を活かす場となる
●専門分野の知識向上
●建築士として基本的に誰もがプロでなくてはならない！ ●建築士として広く地域活動に貢献する ●再編は必要である
　　その上での向上である ●建築士の技術を活かした地域社会貢献 ●地域に密着した支部活動は必要である
●専門的知識を得るため ●建築士の専門能力を活かして社会に貢献する(建築文化の資質向上)

●事業費の問題がある
●認知されていない　　認知されるためには ●士会の社会的貢献度の向上と会員の「福祉(サービス)」の向上 ●本部の岡山支部化は必要

●組織の結束強化(会員がメリットを得る組織)
●会員同士の交流 ●年間無料講習で増強(新会員) ●賛助会員の増強
●建築士一個人の団結集団 ●会員入会メリットの強化

●メリットの周知　　明確化
●一般会員の安否確認(会費納入時)
●きめ細かな声かけをする　　会員を大事にする

●なるべく多くの人が事業(活動)に参加できるように考える ●専攻建築士の地位を高める　　能力も含めて ●事務局がコーディネイトしていくべき
　　(参加しないと良さがわからない)

＝ ●困ったときは、弁護士、医者となるか　　建築は頼まなくても自分でできる
　　小さなグループ(支部)単位で幅広い活動を 　　考え方がある　　もっと情報提供をして法律を理解してもらう
●支部の独自な活動が必要である
●各支部の特性に合わせた区分を行い　　全員参加による活動が
　　行える組織とする　＝　能力向上、地域貢献に役立つ
●支部活動の活性化により　→　地域に密着　→　認知 ●会員サービス
●災害時の応援
●地域に密着 ●活動の中での横のネットワークづくり(一般の方も対象)

●士会、事務所協会、JIA、建築学会、建設業協会．．．etc.
　　類似の会がありすぎる　　どうにかならないか？

●建築の夢を見せるとか　　提案する活動　　(お金はもらえない)
●道路計画等時に沿線のまちづくり又は面的整備の提案を ●「あり方委」の継続　　今後も ●情報共有システムの確立 ●あり方委員会の継続
　　行政へ行う ●情報共有　　ホームページ(例)

●建民力　　Ｔシャツ必要！！ 会員用／非会員用　で　情報共有
●各種イベントへの参加をする
●建築士会のPRをする(新聞等を利用)　

●CPD制度のPR ●本部、支部のあり方検討

●現行事業の強化 ●支部活動の強化、積極化(支部への予算配分を多くする)
●事業のスクラップアンドビルド ●支部内の分化会　　発表
●タイムリーな講習会

●地域社会へ参加することにより、士会の社会性、信頼性を確立する
●会員全員が参加可能なシステム作り

●会員同士の深い交流 ●組織をあげての研究

参考資料４－２

◎　実行責任者・担当者の明確化

社団法人岡山県建築士会

その他

法人

一般社団法人
◎　活動目標(目的達成のため，何とか実現すべきもの)

(できること，強味，得意分野)

◎　行動手法，取組手順

組織

会員

◎　Vision達成のための活動 事業

事務局体制

Ｂチーム 第４回　岡山士会のあり方等検討特別委員会 平成２２年１０月７日(木)

◎　一般社団法人としてチャレンジ
◎　そのために，以下はどうあれば良いか？

◎　Vision（目的は何か？） あり方
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参考資料５ 
平成２２年４月 

 

新公益法人制度への対応について【報告】 

 

新公益法人制度への対応について検討する作業部会  

リーダー 居 森 正 而   

 

 平成２０年１２月１日に新公益法人三法が施行され、旧民法３４条の規定により設立さ

れた公益法人（現在は、「特例民法法人」と呼ぶ。）は、平成２５年１１月３０日までに公

益社団法人若しくは一般社団法人のどちらかに移行しなければならないこととなった。こ

のため、本会が取るべき方向性を検討するため、会長からの指示により平成２２年１月２

９日に新公益法人制度への対応について検討する作業部会を組織し、３箇月間にわたって

調査、検討した結果をここに報告する。 

※ 会長の指示による検討事項 

・新法人移行のための要件整理 

・新法人移行に係る諸課題の整理 

・本会の取るべき方向性の検討 

・その他必要事項 

※ 新公益法人三法 

法人法：一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 

認定法：公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 

整備法：一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団の認定等に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 

 

背景 

 本会は、昭和２７年に設立された後、昭和３３年に旧民法第３４条の規定により、岡山

県の認可を受けて社団法人岡山県建築士会となった。以来、定款第２条に規定している目

的「建築文化の進展に寄与すること」を実現すべく活動してきたところであるが、そこに

は、単に会員のみを対象としたものではなく、広くすべての建築士の業務の進歩改善に資

すること、ひいては公共の福祉の増進に資することが常に念頭にあった。特に近年におい

ては、時代の要請もあり、地域貢献活動に対する助成や平成２２年度から実施予定のＣＰ

Ｄ制度のオープン化等、広く社会に貢献する活動が活発になって来たところである。 

 こうした中、今回の公益法人制度改革があり、今後も社団法人として継続することを前

提としながらも、公益社団法人又は一般社団法人のどちらかの選択を迫られているわけで

ある。（参考資料①参照） 
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新制度への移行 

 現在の社団法人は、旧民法３４条の規定により公益法人として認可、設立されているが、

平成２０年１２月１日に施行された整備法の規定により、公益社団法人若しくは一般社団

法人のいずれかを選択し、平成２５年１１月３０日までに岡山県の認定又は認可を受けて、

新法人に移行しなければならない。それまでに移行申請を行わなかった場合や移行申請を

行ったが移行期間の終了後に認定又は認可が得られなかった場合は、本会は解散したもの

とみなされることとなる。（参考資料②参照） 

 どちらの法人形態を選択するかは、自動的に決まるものではなく、本会の目的、事業内

容、収支の状況などを考慮した上で、本会が主体的に決定しなければならない。 

 なお、社団法人日本建築士会連合会は、平成２１年１２月１０日付けの各都道府県建築

士会会長あて事務連絡において、平成２２年度中に公益社団法人への移行申請をする予定

である旨及び各都道府県建築士会も公益社団法人への移行を検討してほしい旨の機関決定

がされていることを通知している。 

 

新法人の選択 

公益社団法人とは、公益目的事業を行うことを主たる目的とした法人である。移行は、

法人法及び認定法に適合していることが要件であり、岡山県公益認定等委員会の審査を経

て、岡山県が認定することとなる。認定法に基づく要件のうちもっとも重要な点は、公益

目的事業に要する費用が事業費及び管理費の合計額に占める割合（公益目的事業比率）が

５０％以上でなければならないことである。また、認定後も毎年度事業報告等があり、そ

の際にこの原則が満たされなければ認定を取り消されることとなる。公益目的事業とは、

学芸、技芸、慈善その他公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に

寄与するものをいう。一般的に、公益社団法人のメリットとしては、「社会的信用の維持が

可能」「税の優遇措置が一般社団法人より手厚い」などと言われており、逆にデメリットと

しては、「行政庁（県）の監督等があり、一般社団法人に比べて自由な法人活動が行いにく

い」ことなどが言われている。 

一般社団法人は、法人法に適合していることが必要であり、認定法の適用を受けないた

め、その目的に制限がないことにより、収益事業の拡大等自由な法人運営が可能とされて

いる。ただし、実施事業等に変更がある場合は、事前に認可等の手続きが必要となる。一

般社団法人のメリットとしては、「収益事業の拡大等、自由な法人運営が可能」であること、

デメリットは、「公益社団法人に比べて社会的信用の維持が困難」「税の優遇措置が、公益

社団法人に比べて少ない」ことなどが言われている。一方で、整備法の規定により、今ま

で優遇された税制の下、蓄積された公益目的財産額に相当する金額を公益目的のために消

費する公益目的支出計画を作成し、それに従って公益のために使用しなければならず、計

画の実施中は公益社団法人と同様に県の監督を受けることになる。（参考資料③参照） 

以上のことを勘案し、本会について考えてみる。 

まず、事業の問題であるが、本会の事業を大まかに分類すると、講習会等、ＣＰＤ・専

攻建築士制度に関する事務、建築士試験事務、建築士の登録・閲覧事務、地域貢献活動助



 

- 3 - 

 

成、その他となる。これらは、会員のみを対象としたサービスではなくすべての建築士及

び建築士になろうとする者を対象とした事業であり、ひいては公共の福祉の増進に寄与す

ることと考えて本会では実施している。ただし、公益目的事業であるか否かは、最終的に

は岡山県公益認定等委員会が判断することである。 

次に、法人税について考えてみると、公益社団法人、一般社団法人（非営利型）ともに

主に収益事業に対してのみ課税されることとなっており、収益事業の割合が多くない本会

にとっては、いずれを選択しても大差はないと考えられる。移行申請の作業が進んでいる

他県の建築士会にヒアリングをした結果も概ねそのような意見である。 

また、公益社団法人と名称がついた方が社会的信用を得られるとの説明も各所で見られ

るところではあるが、現実として建築士試験の実施や建築士免許の登録事務等の事業を行

っていることから、あまりこだわる必要はないと考えられる。一般社団法人になると県か

ら事業の委託を受ける際に不利になるという内容の話が一部で聞かれたため県の担当者に

確認したところ、特にそのようなことはないということであった。 

 今回の検討の中で、移行方針を決定している他県の建築士会にヒアリング及びアンケー

トを実施し、それぞれを選択した理由を聞いてみた。公益社団法人を選択した理由として

は、「もともと公益目的事業を行っているから」とか「当会の目的に合っているから」等、

活動方針、活動内容から導かれたものが多かった。一方、一般社団法人を選択した理由と

しては、「公益認定を受けてもそれが継続できなければ解散となるから」というリスク回避

の消極的な意見が多かった。「一般社団法人の方が、様々な事業展開が自由にできる」とか

「公益社団法人にはいつでもなれるから」という意見もあったが、これらについては、そ

れぞれの建築士会の将来展望によるが、建築士会という団体で本当に将来様々な事業展開

をするのかという疑問もある。また、数年後に公益社団法人になろうとすると、そのとき

にまたかなりのエネルギーを費やす覚悟が必要であろうことが予想される。 

 他県の建築士会の状況を見ると、メリット・デメリットを比較して理論的に結論を導き

出したというよりも、まずその会の目的や将来展望があり、それを実現するためにはどち

らの法人を選択したらよいか、というところから出発しているように思われる。 

 

支部制度のあり方 

 支部のあり方及び活動は、基本的には現状からの大きな変更は必要ないと考えられるが、

当然のことながら、法人としての意志決定機関は本会の理事会であって、支部のみの判断

で事業をすることはできない。つまり、支部についても組織の一部として運営していかな

ければならないため、経理上も支部を含めた一元的な経理がなされていなければならない。

したがって、公益社団法人を選択した場合の公益目的事業比率５０％以上というのは支部

の事業も含めての計算となり、その点である程度活動に制限が課される場合もある。 

組織や活動内容は、各支部によりかなりの差異があるので、事前に十分な調整が必要で

ある。また、各支部ごとの残余財産（余剰金等）の取扱いについての早急な検討も必要で

ある。 
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まとめ 

以上見てきたように、公益社団法人に移行した場合と一般社団法人に移行した場合では、

メリット・デメリットに多少の違いがあるが、大きな視点で見た場合、むしろ重要なのは

本会が今後どちらの方向に進んで行こうとしているのかということであり、すなわち、法

人としての目的を体現するには、どちらを選択すれば良いかということである。建築に関

する相談会や講習会等を民間企業が実施する時代になった今，われわれ建築士会の役目は

何なのか。民間企業とどう差別化を図っていくのかということは、それを考える際の重要

なポイントになるであろう。この大局的な方向性を見定めるのは、本作業部会の役割では

ないと感じる。これを本会の今後のあり方を検討する良い機会ととらえ、今後は、本会の

意志決定に関与できる上層部を含めた特別委員会（仮称：岡山士会のあり方等検討委員会）

を立ち上げて、大きなところから意志決定をされることを提案する。 

 平成２５年１１月３０日までに新法人に移行すれば良いわけであるが、県での審査期間

が読めないこと、及び、例えば公益認定申請をしたが認定されなかったときのことなどを

考えると、遅くとも平成２４年度前半までには移行申請すべきであり、その他のリスクを

考慮すれば平成２３年度中に移行申請をすることが望ましい。一方で、平成２４年５月に

本会は設立６０周年を迎えることとなるが、このことと新法人への移行時期との兼ね合い

も気になるところである。さらに、移行申請に向けて、役員の構成を考え直し、定款、諸

規定のすべてを作成しなければならない上、会計方式も変更しなければならないことを考

えると申請までに十分な時間が必要である。したがって、上記で提案した特別委員会の立

ち上げは、早期に実施することが望ましい。 

さらに、気になるところは事務局を含めた組織全体の運営体制である。公益社団法人に

移行した場合は、毎年度、公益認定等委員会に対して事業報告等の書類を提出する必要が

あり、また、事業内容を変更したり新規事業を追加しようとするときには公益認定等委員

会の変更認定を受ける必要がある。一方、一般社団法人に移行した場合であっても、移行

後に当該法人が公益のために支出すべき額として算定した額を公益の目的のために支出す

ることにより零とするための計画、すなわち公益目的支出計画を作成し、公益認定等委員

会の審査を受ける必要がある。また、その計画の実施期間中は、毎年度、実施報告書を県

に提出しなければならず、計画の実施に変更が生じた場合には変更の認可を受ける必要が

ある。つまり、公益社団法人に移行したにせよ、一般社団法人に移行したにせよ、現在に

比べて当面は支部も含めた経理担当者の負担が増加することが予想される。そのような今

後の事務処理に支部も含めた事務局が対応できる体制であるかという点についても検討す

る必要がある。また、会計方式の変更が必要であるため、場合によってはそれにふさわし

い公認会計士等のアドバイスを受けながら準備を進める必要もある。 

 

以上、新公益法人制度への対応について検討する作業部会で、調査・検討した内容を報

告するが、時間的制約等もあり、現時点では公益社団法人か一般社団法人かの選択を示す

状況には至らなかった。したがって、本件については今後も引き続き調査・検討が必要で

あり、前にも述べているとおり、検討のまとめとして取りまとめる。 



参考資料６ 
『岡山士会のあり方等検討特別委員会』活動経過 

※ 以下、「岡山士会のあり方等検討特別委員会」を「あり方委員会」と記載する。 

※ 以下、日付は，すべて「平成２２年」。 

７月１日(木) 第１回あり方委員会(２１名参加) 

活動内容 ・委員会立ち上げ及び委嘱状交付／・会長から諮問事項の説明 

７月１４日( 水)  第１回作業部会( ８名参加)  

作業内容 第２回あり方委員会の進め方を協議 

７月２９日( 木)  第２回作業部会( ７名参加)  

作業内容 第２回あり方委員会の事前送付資料及び当日資料を作成 

８月 ５日(木) 第２回あり方委員会(２３名参加) 

活動内容 本会の将来像に関することについて、ワークショップ形式で討議 

８月１２日( 木)  第３回作業部会( ７名参加)  

作業内容 第２回あり方委員会の結果報告資料を作成 

８月２５日( 水)  第４回作業部会( ９名参加)  

作業内容 第３回あり方委員会の進め方協議及び参考資料作成 

９月 ２日(木) 第３回あり方委員会(２０名参加) 

活動内容 新法人への移行に関することについて、ワークショップ形式で討議 

９月 ９日( 木)  第５回作業部会( ９名参加)  

作業内容 第３回あり方委員会の結果報告資料を作成 

９月２２日( 水)  第６回作業部会( １０名参加)  

作業内容 第４回あり方委員会の進め方協議及び事前送付資料作成 

１０月７日(木) 第４回あり方委員会(２５名参加) 

活動内容 本会のビジョン・活動目標等について、ワークショップ形式で討議 

１０月１４日( 木)  第７回作業部会( ９名参加)  

作業内容 第４回あり方委員会のまとめ及び答申に向けた作業方針検討 

１０月２５日( 月)  第８回作業部会( ９名参加)  

作業内容 答申( 案) について検討 

参考資料７ 
岡山士会のあり方等検討特別委員会メンバー表 

［任期／平成２２年７月１日から 平成２３年４月３０日まで］ 

１ 委 員 長  新谷 雅之      １５ 委  員  目黒 眞三 

２ 副委員長  居森 正而      １６ 委  員  堂下 泰廣 

３ 委  員  有森 達也 ※    １７ 委  員  塩飽 繁樹 

４ 委  員  山名 千代      １８ 委  員  吉岡 賢二 

５ 委  員  永冨 真理      １９ 委  員  生田 幹男 ※ 

６ 委  員  林  康友      ２０ 委  員  田中 康廣 

７ 委  員  金光 秀泰      ２１ 委  員  内田 啓三 

８ 委  員  和田 洋子      ２２ 委  員  岡田 裕美 ※ 

９ 委  員  大田 史人      ２３ 委  員  金光 伸英 ※ 

１０ 委  員  廣中由紀子 ※    ２４ 委  員  川口 義洋 ※ 

１１ 委  員  小寺  壽      ２５ 委  員  岸武 信行 ※ 

１２ 委  員  安田 年一      ２６ 委  員  小林 基浩 ※ 

１３ 委  員  石原 彰二      ２７ 委  員  柴田 晴夫 ※ 

１４ 委  員  延原 政憲      ２８ 委  員  中島謹四郎 ※ 

※印は、作業部会員 


